








９．施設所管課の総合評価

令和５年度の管理運営については，協定書及び仕様書に従って適切，良
好に行われた。また，職員も施設の設置目的を十分理解したうえで施設運
営にあたっている。
来館者に対しては，パンフレット等を活用した丁寧な説明や見やすい案
内表示を心がける等サービスの向上に努めており，感染症対策として，マ
スクの着用や消毒，飛沫防止対策を徹底して行い，利用者が安心安全に利
用できる体制を整えている。また，広報誌，地元紙やＷｅｂページでのＰ
Ｒや館内掲示板で募集案内を行う等利用者の獲得につながる工夫が見受
けられる。
施設利用者の要望についても，普段から積極的に利用者とのコミュニケ
ーションを図り，要望の把握に努め，的確に対応している。
利用料金収入の実績については，前年対比８７．５％となっており，昨
年度と比較して減少している。要因として，公用としての利用が多くなり，
貸館が出来なかったため減少となっている。
施設管理については，建物の老朽化に伴い，より細やかな施設・設備の
点検を確実に実施することで，修繕箇所の早期発見，早期修繕につながり，
修繕費のコスト削減に寄与している。
指定管理料に係る収支については，経費の節減や利用料金収入の向上に
取り組むなど，経営の健全化に努めている。
総合的に，当指定管理者は利用者本位の施設運営を行っており，利用者
の心身の健康保持及び生活の安定に大きく貢献していると言える。
今後においても，老人福祉法の規定に基づき，地域の高齢者に対して健
康の増進，教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与
願いたい。


